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Chapter１ 雇用調整助成金の概要と助成金要件（2020.4.14版）

この資料は4月14日時点の内容で作成しています。
今後延⾧や変更の可能性もありますので、申請時には必ず最新情報を確認してください。



新型コロナウイルス拡大の中、海外からの部品の調達が止まっている、派遣先の仕事がなく
なった、店舗を半分に縮小したい、海外の動きが止まり社員にさせる仕事がない、新入社員
を休業させたい などのご相談が弊社に連日寄せられています。
状況も日々動く中で、先がなかなか見通せず多くの企業様が不安の中にあると思います。
弊社は、リーマンショック後に大打撃をうけた製造業の企業の中小企業緊急雇用安定助成金
（雇用調整助成金の当時の中小企業向けの特例）を数多くサポートしておりました。個別企
業様の全てをお受けできる体制にありませんので、動画発信とさせていただきますが
我々の経験が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
雇用調整助成金はほかの助成金制度と違い、労働法がからむ特色があり、難しさがあります
が、軌道にのせられれば、あとは繰り返しとなります。
Chapter1（概要編）に続き、申請まで注意点をわけてUPしていく予定です。必要なところか
らご覧ください。途中で改定が入る可能性はありますが、あとで補足入れますのでご容赦く
ださい。
顧問先企業様において新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急の対応、休業、解雇等
のご相談、雇用調整助成金のご相談がある場合には、弊社も時間外の緊急相談に対応させて
いただいておりますので、ご活用ください。 （事前にご予約ください）
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雇用調整助成金（コロナ特例）の概要と要件の確認



雇用調整助成金ガイドブック
令和2年3月1日版・全56頁 ⇒

※こちらは原則の雇用調整助成金の詳細版です。

雇用調整助成金ガイドブック緊急対応期間（4/1～6/30簡易版）
令和2年4月15日版・全26頁 ⇒

https://www.mhlw.go.jp/content/000622165.pdf 
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1  資料をそろえよう

https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

厚生労働省から雇用調整助成金ガイドブックが2種でています。
下記からダウンロードできますのでお手元においてください。
申請時の最新情報に注意しましょう。

申請書式も厚労省HPからダウンロードしておくと全体像を理解しやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html



新型コロナウイルス感染症は、全ての個人事業主や会社経営者に悪い影響
を与えています。
これ以上売上が減少すれば、経営状況は悪化し、社員・従業員を雇い続け
ることが難しくなっていきます。
リーマンショックの後もこの雇用調整助成金が活用され、多くの企業が救
われました。
今回発表された「雇用調整助成金のコロナ特例」というのは、上記のよう
な理由によって、経営を縮小しなければならなくなったときに、社員・従
業員を解雇しなくても済むように、「休業手当」の一部分を、国が助成す
る制度です。
わかりやすく言い換えれば、「新型コロナウイルスのせいで、休業しなけ
ればならなくなったときに、その期間の社員の休業手当の一部（全部では
ない）を国が助成します（返済義務なし）」という制度です。
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2-1  雇用調整助成金とは?
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（参考）リーマン・ショック翌年の雇用調整助成金の活用

労働政策研究・研修機構（JILPT）労働政策研究報告書No.187 （2001-2014）

2-2  雇用調整助成金とは?
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コロナの影響で、受注縮小・売り上げが落ち込んだ！
そのため、従業員30名を10日間休業させなければならない！

1人1日8330円が上限

2-3  雇用調整助成金とは?

30名×7200円×10日＝2,160,000円

【前提】会社の前年度平均賃金（労働保険確定保険料から平均を算出）
が、日額15,000円だった場合。
休業手当の支給割合が60％とした場合の計算。
15,000円×60％＝9,000円 ←この4/5（※9/10）が助成される

国から支給される！

実際に払った休業手当の額とは異なることに注意！

30名×8100円×10日＝2,430,000円

中小企業4/5

解雇無し9/10

緊急対応期間拡充後の助成率で計算
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2-4  中小企業と大企業では率が違う。解雇があっても受給できる

ちなみに雇用調整助成金は、解雇があっても受給できる助成金です。

【緊急期間の要件緩和】
風俗関連事業者も限定
なく対象に
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出典：厚生労働省HP：雇用調整助成金

3-1  段階の緩和:緊急対応期間の特例措置拡大(1)

4月1日から6月30日まで緊急対応期間。
さらなる緩和・拡充

第１弾
1月に緩和された内容

4月10日・13日にそ
の詳細が公表された
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出典：厚生労働省HP：雇用調整助成金

3-2  段階の緩和:緊急対応期間の特例措置拡大(2)

第１弾
1月に緩和された内容

4月1日から6月30日まで緊急対応期間。
さらなる緩和・拡充

4月10日・13日にそ
の詳細が公表された
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⑦雇用調整助成金を申請する
（休業手当の一部補填）

休業

⑥企業は休業させた従業員に
休業手当を支払う

従業員

会社

労働局

⑧申請後、概ね2か月程で
雇用調整助成金が支給される

①業績悪化のため、一時帰休の必要性が生じる
②従業員に休業の必要性を説明する
③休業の労使協定を従業員代表と締結する

休業手当：労働基準法第26条に基づき、使用者の責めに帰すべき事由による休業
は、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない。

以降③～⑧を繰り返していく

④休業計画届を労働局に提出

⑤一時帰休を実施

※特例で初回のみ事後も可

4  休業手当と雇用調整助成金の関係

※緊急事態宣言を受け、迅速
な給付が検討されています
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従業員代表と休業について
労使協定を締結

会社

①業績悪化のため、一時帰休の必要性が生じる
②従業員に休業の必要性を説明する
③休業の労使協定を従業員代表と締結する

休業手当：労働基準法第26条に基づき、使用者の責めに帰すべき事由
による休業は、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない。

まずは休業について従業員への説明と同意です。
コロナで大変な状況について休業の趣旨を説明し、
どのように休むのか、休業シフトを計画しましょう。
休業期間と休業日を決めます。全員一斉でなくても構いません。
休業手当の額（支給割合）などを決めます。

従業員に説明して、労働者の過半数代表を選出してもらいます。

こ
こ

5  休業する場合の流れを確認（事前準備・労使協定の締結）
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企業は休業させた従業員に休業手当を支払う

休業している従業員
会社

休業手当：労働基準法第26条に基づき、使用者の責めに帰すべき事由による休業は、
平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない。

6-1  休業手当の算出方法

休業手当

算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヵ月間の賃金の総額

算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヵ月間の総日数
平均賃金 ＝

休業の初日の直前でまるまるとれる給与計算期間を3か月
さかのぼって1日あたりの平均賃金を出します。その6割を
最低でも休んだ日に休業手当として払う必要があります。

時給・日給者の平均賃金の最低保障額の計算はここでは割愛します

そもそも適法な休業手当を払っていなければ、助成金対象にはなりません！
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休業の初日の直前の賃金締り日から３か月さかのぼって平均を算出

6-2 休業手当の算出方法

算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヵ月間の賃金の総額

算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヵ月間の総日数
平均賃金 ＝

※時給・日給者の場合、平均賃金の最低保障額の計算があります。
ここでは割愛しますが、最低保障を割ると対象外になるので、注意して
ください！

そもそも適法な休業手当を払っていなければ、助成金対象にはなりません！

３月（3/1～3/31） ２月（2/1～2/29） １月（1/1～1/31）

基本給 250,000円 250,000円 250,000円

残業・通勤手当
10,000円 8,000円 8,000円

合計 260.000円 258,000円 258,000円

例）末締めの会社が、４月20日から休業させる場合

平均賃金は
776,000円÷91日＝8527円。
よって、休業手当（平均
賃金の6割以上）は、
5117円以上となります。

平均賃金６割ギリギリ
で払うときは、十分注
意してください！
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6-３ 休業手当って賃金なの?

そもそも休業手当って
賃金なの？

休業手当は賃金です。
・所得税は課税対象です。
・雇用保険も対象ですから雇用保険料がかかります。
・社会保険の対象です。

休業が続いて賃金減少の場合、月額変更届の対象です。
・新入社員が一時帰休中に入社⇒休業手当の額で標準報酬月額を取得します。
・算定基礎届は休業手当を賃金として扱ってOK
・離職票にも休業手当支払いの場合は、備考欄に休業日数と休業手当を記載します。

「休業●日●●円」事業主が雇用調整助成金を受けているときは備考欄の一番下
の欄の余白部分に「雇調金R2年●月●日●●●円」（支給決定年月日と金額）を
記載します。休業手当も賃金なので、賃金支払いの基礎となった日数としてカウ
ントされます。
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まずは休業について従
業員への説明と同意で
す。
従業員に説明して、労
働者の過半数代表を選
出してもらいます。

助成金の申請の添付
書類になります。

・ 委任状
・労働者代表選任届

POINT
休業前に従業員代表の
選出が必要です。
原則として休業に入る
前に、休業労使協定の
締結が必要です。

7-1  労使協定の締結

要件緩和により、省略可となり
ました（2020.4．10）
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経営者から従業員に対し、コロナで大変な状況につい
て休業の趣旨を説明します。
休業労使協定書には下記を定めます。

１．休業期間と休業日
２．休業の対象者
３．休業時間
４．休業手当の支払い基準

（休業手当の額、支給割合などを決めます）
５．労使協定の有効期間

※休業は全員一斉でなくても構いません。
丸一日でなく、短時間一斉休業という方法もあり。
（※特例期間は一斉でなくても認められる緩和あり）
POINT
給与計算は不就労分を控除して、この労使協定
で定めたとおり、休業手当は休業手当の項目で
支払います。申請時にチェックがあります。

助成金の額に
影響する！

7-2  労使協定の締結
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出典：厚生労働省HP：雇用調整助成金

コロナ特例により、初回だけは、計画届の後出しが認められます。
先に休業させた場合でも間に合います！

8-1  雇用調整助成金の申請サイクル(1)
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コロナ特例により、初回だけは、計画届の後
出しが認められます。
先に休業させた場合でも間に合います！
（2回目以降は不可です。次回分の計画は事
前に出す必要があります)

休
業

初回
申請

対象期間（1年）
初回計
画・２
回目計
画

計
画

計
画

計
画

申
請

申
請

申
請

申
請

受
給

受
給

受
給

8-2  雇用調整助成金の申請のサイクル(2)（軌道に乗れば繰り返し）



9-1  おさえておきたい要件（対象となる休業とは）

19

⃞労使間の協定に基づく実施である
⃞事業主が自ら指定した対象期間内（1年間）に行われること
⃞1日の平均賃金の60％以上の休業手当を支払う

（労働基準法第26条に違反していないこと）
⃞所定労働日の所定労働時間内の実施である。
⃞休業等規模要件を満たすこと
⃞全日休業または短時間休業

全日休業 一部労働者のみでもOK

短時間休業
（30分単位）

１時間以上、かつ、全対象労働者一斉*
*シフト制や有給取得者がいる場合は、短時間休業中に
事業所の対象労働者が一人も就労していなければOK。

単に事業所が営業を休むことをいうのではなく、
所定労働日に対象労働者を出勤させずに休ませるもの。

緊急対応期間特例では
短時間一斉休業の要件
緩和を行う特別措置
（部門ごと、職種ごとの
時短も可能に）



POINT
給与計算を間違いなくやっていないと、後で面倒なことになるの
で注意してください。働かない日の分は控除計算し、休業手当は
労使協定に定めた通り、間違いなく計算し、休業手当の項目で支
払うことを忘れずに！

例）210,000円（＠10,000円/日）の社員
出勤日数 所定労働日21日のところ、出勤16日・休業5日
休業控除 -50,000円
休業手当（80％支給の場合）40,000円
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助成金の申請に必要。
勤怠項目も含めて、
賃金台帳をわかりやす
く整備しておこう！

9-2  おさえておきたい要件（賃金台帳を助成金申請が通る内容に整備）

※休業手当を100％支払う場合については
休業控除と休業手当のように区分しなくても認
められます。それ以外は分けておきましょう！
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9-3  おさえておきたい要件(休業の規模要件 重要!）

「当社は３店舗があるが、売上の少ない店だけを休ませたい」というケース
この助成金は、雇用保険の適用事業所単位で申請します。３店舗の雇用保険を本社で手続きして
いる場合、３店舗あわせての申請になります。この助成金は対象労働者※の1ヶ月間の延所定労働
日数の2.5％（大企業は約3.3％）の休業日数以上である必要があります。【休業等規模要件】
【事例】３店舗で雇用保険被保険者が20名。休業の店舗の従業員が4名で、1ヶ月に2日休業させる

20名（対象被保険者数）×21日（1ヶ月の所定労働日数）＝420日・・Ⓐ
4名（休ませる従業員）×2日（1ヶ月に休業させる日数） ＝8日・・Ⓑ
Ⓑ÷Ⓐ ： 8日÷420日 ＝1.9％・・・2.5％に満たないためアウト！

休業規模は、判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延べ日数が、対象労
働者に係る所定労働延日数の１/４０（大企業の場合は１/３０）以上となるものであること
（※特例で休業規模要件が 1/20⇒1/40（大企業1/15⇒1/30）に緩和。

・休業計画は綿密に！
・年次有給休暇は休業とはカウントされないので、
休業規模をみるときは除外されるから気を付けて！

対象労働者の休業延日数が
① 雇用保険加入者のみ
② 週20ｈ未満の人のみ
③ ①と②の全員合算
上記いずれかの休業延日数
に対して2.5％以上あるか？
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１・労使協定では休業予定日を明らかにする
１ヶ月のうちいつ、だれを休業させるか？
単に休業するだけか？教育するのか？
休業は丸一日なのか？短時間なのか？
全員か？一部従業員か？

２・その予定を検討する
休業・教育訓練実績一覧表
（次ページ参照）

やると決めたらまずこれを決めます
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休業・教育訓練実績一覧表（支給申請時に必要）



POINT
■事後申請：本来は、事前に都道府県労働局またはハローワーク
に休業計画の提出が必要ですが、コロナ特例の場合、初回だけは
休業後に提出することが可能です。（6/30迄）
もう休業している、という場合でも間に合います。次回以降につ
いては事前届出がない休業は助成金の対象にはなりませんので注
意してください。また、変更がある場合は事前に※変更届が必要
です。
（※変更届は前日までに、FAXやメールの送付でも可。）

・休業計画届より休業が増える場合⇒ 変更届必要
・休業計画届より休業が減る場合 ⇒ 変更届不要

■支給申請：判定期間（賃金締切期間）ごとに支給対象期間の末
日の翌日から２か月以内に、労働局に申請します。締切を１日で
も過ぎるとアウトなので留意してください。

Copyright© 2020 SR-Yell All rights reserved 24



Copyright© 2020 SR-Yell All rights reserved 25

緊急対応期間特例では
4/1~6/30について 雇
用保険被に加入していな
いパート等労働者の休業
も助成金の対象となりま
す!ただし、雇用保険被
保険者とは助成金の計
算方法が違うので注意。

助成金の対象者の条件とは?（特例で拡充あり）

解雇予告され
た人や退職届
を出した人は
対象外です!

特例で入社６ヶ月未
満の人も対象になりまし
た!
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緊急対応期間特例では
生産指標の確認期間を
３か月から１か月5％以
上低下に緩和。
生産指標の確認は提出
があった月の前月と対前
年同月比で確認します。

前年同期と比べ、
生産指標が5％以
上低下したか？

５％以上

設立したばかりで、前年同
期がないときはR1.12月と
比較します。

生産指標要件とは?（特例で緩和あり）

※この助成金は雇用保険適
用事業所単位で申請します。
よって、生産量要件も適用事
業所単位でみます。



Copyright© 2020 SR-Yell All rights reserved 27

緊急対応期間特例では
生産指標の確認期間は直近１か月を前年同月と比較して5％以上低下していれば対象になり
ます。
生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。

生産指標要件は、売上高や生産量、販売量などを確認します。

生産指標要件とは?（特例で緩和あり）

Q:「直近1か月」とは、どこの月をみるのか?
A: 提出日の前月が確認する月になります。

休業をはじめた日の前月ではないことに注意!
5月に申請するなら、4月をみます。たとえ、休業対象が3月分だったとして
も、2020年4月と2019年4月が生産量要件を確認する月です。

Q:「生産量要件」は、会社全体でみるのか?
A: 雇用保険適用事業所単位でみます。 ※この助成金は雇用保険適

用事業所単位で申請します。
よって、生産指標要件も適用
事業所単位でみます。
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最近３か月の雇用
量が前年比で増加し
ていても、助成対象
となります

前年同期と比べ、
雇用量が減ったか？

雇用量要件とは?（特例で緩和あり）
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本来は、この助成金の趣旨から、Aさんを休業させているのに、Bさんに残業させると、
助成金は相殺されて減額されてしまいます。
ただし、コロナ特例で1/24以降緊急対応期間の残業相殺は停止されます。

残業相殺とは?（特例で停止）
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支給限度日数は１年100日、
３年150日となっているが、これに
は特例期間の休業をカウントしない。

支給限度日数・クーリング期間とは?（特例で緩和あり）

クーリン
グ期間を

おく

コロナ特例によって
クーリング期間は撤廃!

つまり、⾧引いた場合も安
心感をもたせているのです
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支給限度日数の考え方（特例で緩和あり）

上記の会社のケースは、9月時点で、100日ー49日で、あと51日が残っている、
ということになります。（過去3年間にこの助成金を利用していない企業の場
合。）おおまかな計算でいえば、社員1人あたり1年で100日まで休業が助成対
象になる、というイメージでとらえればOKです。 （コロナ特例期間分は緩和さ
れ、ノーカウントにしてくれるので100日のカウント外です。）
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緊急対応期間（4月1日～6月30日）については下記の通り、
助成率が特例でさらにUPされました。
その後の延⾧も状況によってはありえるでしょう

※1人1日8330円が上限だが、
教育訓練加算2400円と合わせると最大10730円/日

大企業1800円、中小企業2400円に拡充！

さらなる緊急対応期間で助成率が変わります（特例で拡充あり）
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助成金はいくらもらえるか?計算（特例で拡充あり）

通常は 中小企業2/3、大企業1/2
ただし、コロナ緊急対応期間（4月1日～6月30日）については中小企業４/５、大企業２/３、
さらに解雇を行わない企業は中小企業９/10、大企業３/４ にUP。
その後の延⾧も状況によってはありえるでしょう

POINT
この助成金の計算に使われる給与額は、前年の労働保険料の1人当たりの平均額です。
あくまでも労働保険料から算出するため、実際ひとりひとりの労働者に払う休業手当とはまったく異なります。
便宜上、一人一人計算することはできないため、助成金の計算用に、前年度の労働保険料から平均的な賃金を算
出してそれを元に計算し、助成金をだしてくれるという考え方です

平均賃金額 × 労使協定で決めた休業手当の率 × 4/5（中小企業）× 人数 × 休業日数

★一人あたり一日8,330円が上限だから、給与の高い企業や、 休業手当
の割合が100％などで高い企業の場合は 上限を超えるケースもあるよ。
大雑把な試算もしておくとよいです! 次ページの事例で確認してみよう!
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※1人1日8330円が上限。但し教育加算は別カウント。中小企業は2,400円に拡充された

緊急対応期間の助成率UP（休業手当の率によって試算はどう変わる?）

【前提】会社の前年度平均賃金（労働保険確定保険料から平均を算出）
が、日額15,000円だった場合。
休業手当の支給割合が次の場合だったときの助成金の計算。
15,000円×●％＝■■■円 ←この4/5（※解雇無しは9/10）が助成される

中小企業4/5特例拡充後の助成率で計算

休業補償 保障率 助成率 教育訓練加算 1人1日あたりの助成金の額
６０％ 15,000円× ６０％×４/５ ＝ 7,200円
７０％ 15,000円× ７０％×４/５ ※上限 ＝ 8,400円 ＞ 8,330円
８０％ 15,000円× ８０％×４/５ ※上限 ＝ 9,600円 ＞ 8,330円
９０％ 15,000円× ９０％×４/５ ※上限 ＝ 10,800円 ＞ 8,330円
１００％ 15,000円×１００％×４/５ ※上限 ＝ 12,000円 ＞ 8,330円
教育訓練 15,000円×１００％×４/５＋2,400円 ＝ 10,730円
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Q１・ 前年度労働保険料とは?
令和2年度の労働保険料はまだ申告していないのだが。

A１・ 現在確定している平成30年4月～平成31年3月の確定保険料から計算します。
※ 労働局の支給審査の確認時に確定している労働保険を使います。

Q２・ 具体的には労働保険料からどうやって出す?
A２・ 上記の例では、現在確定している平成30年4月～平成31年3月の確定保険料

（雇用保険料の算定の基礎となった賃金総額）から計算します。
それを雇用保険被保険者数で割って、1人当たりの助成金用の平均賃金
を出し、これをもとに計算します。

※ なお、今回のコロナ特例で対象に加わった、雇用保険に加入していないパートの雇用調整助成金は、
この計算式によらず、別の計算「緊急雇用安定助成金」になります。

★一人あたり一日8,330円が上限だから、給与の高い企業や、 休業手当
の割合が100％などで高い企業の場合は 上限を超えるケースもあるよ。
大雑把な試算もしておくとよいです! 次ページの事例で確認してみよう!
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現在確定している確定保険料
（平成30年4月～平成31年3月）の
雇用保険料算定の基礎となった賃金総額
÷（1か月平均の雇用保険被保険者数）
÷（前年度の年間所定労働日数）※
＝ 一人1日あたりの平均賃金額（みなし賃金）

その企業の一人1日あたりの平均賃金額
（みなし賃金）を元に、
その会社の休業手当率をかけて
助成率４/５ をかけた額が
一人1日あたりの助成金の額です。
（上限は8330円）
便宜上、全員同じ額を使うんだね!

※休業手当を平均賃金をもとに計算する場合は、
所定労働日数を「365日」として計算します。
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休業させるだけでは企業が・・・社員が・・・
休ませるのではなく、教育訓練という方法もある

社員をただ休業させるより
これを機に、教育訓練にあてて、コロナが収束した
後に企業を強くすることを考える。

社員を休業させるより、これを教育訓練にあてようという場合も
雇用調整助成金は支給されるのです!
ただし、その日の支給は6割ではなく、基本は全額支給です。教育訓練の労使協
定で率を定めます。出勤簿もわかるようにしておく。 教育訓練加算

一人1日2,400円
4/1～6/30まで

増額される

教育訓練加算は、一人1日8,330円の
助成金の上限とは別でカウントしてくれる。
つまり、最大8,330円+2,400円/日となる。

【特例期間の要件緩和】
教育訓練は、半日教育訓練、
半日休業が可能になった。

教育訓練を実施する場合(要件緩和・拡充）
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【特例期間の要件緩和】
原則、これまではビデオ研修等は対象外でし
たが、コロナ特例の場合は、自宅でWeb講
座（片方・双方向両方）でも可に。
研修記録・感想はしっかりとっておこう!

教育訓練を実施する場合(要件緩和）

社員が講師の教育訓練も可。（ふさわ
しい経歴ある者が講師としてたつこと。）
ただし、その日について講師役の社員は、
出勤扱いとなります。

【特例期間の要件緩和】
接遇・マナー研修、ハラスメント研修、メンタ
ルヘルス研修など一定の知識、ノウハウを身
につける訓練も対象になります。
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教育訓練 ～準備するもの～

教育訓練を実施する場合

１.教育カリキュラム
休業のときに行う予定表

２.講師の職務経歴書

３.教育訓練協定書

実施時期、時間数、対象者、実施主体、内容、
実施施設、指導員、賃金の支払い基準

休業労使協定とは別に教育の労使協定が必要！
教育訓練をする場合には、教育訓練の事前計画
が必要です。

社員が講師の教育訓練も可。（その場合、一定
の技能、実務経験、経歴のある者であること。）

教育訓練の日は基本的に１００％支払うのが原
則です。そうでないときは規程・労使協定の定めが
必要。出勤簿でもわかるようにしておくこと!
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10  不正受給に注意（休業・教育を行う間に留意すること）

リーマンショックの後、雇用調整助成金は多くの企業を救いました。
しかし、一部の企業の不正受給が発覚、厳格化され縮小していきました。

労働局では下記のことについて調査します。5年間調査権限があります。
下記は一例です。
・休業者が休業対象の日に出社していないか？（在宅勤務も出勤日です）
・休業日が事前に通知されているか？
・教育訓練は適正に行われたものか？（Web研修が認められた分、受講の証拠重要）
・教育訓練の変更は正しく行われているか？
・従業員が適正に雇用保険に加入しているか？
・支給申請時に賃金台帳・出勤簿は通常使われているものか？

適切に管理されているか？

「休業や教育をやったことにして」というのは不正受給となります。返還だけでなく、
詐欺罪に問われることもあります。不正を疑われることは企業をリスクにさらします。
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Chapter1 雇用調整助成金の概要と助成金要件のまとめ

■ 雇用調整助成金ガイドブック・最新情報入手の案内
■ 雇用調整助成金の概要
■ コロナ特例と特例措置拡大期間（４月１日～６月３０日）の内容
■ 休業手当と雇用調整助成金の関係
■ 休業する場合の流れを確認（事前準備・労使協定の締結）
■ 労使協定の締結
■ 助成金の申請サイクル
■ おさえておきたい要件あれこれ/特例で緩和・拡充された内容
・対象となる休業とは
・賃金台帳を助成金申請がとおる内容に整備しておこう！
・休業規模要件

■ 雇用調整助成金はいくらもらえる？
■ 不正受給の注意点

まとめ



◆厚生労働省の雇用調整助成金サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

◆雇用調整助成金 コロナ特例措置のQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000621561.pdf

◆新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
dengue_fever_qa_00007.html
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最新情報の入手を

情報は常に更新されています。この動画は4月14日時点のものです。
最新の厚生労働省のサイトをチェックしましょう
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神奈川労働局 神奈川助成金センター
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウェストビル 雇用調整助成金担当 TEL 045-650-2801

新型コロナ特例雇用調整助成金に関する相談・申請窓口（神奈川県内の場合）

国の設置するコールセンターは下記
＜雇用調整助成金相談コールセンター＞

０１２０ʷ６０ʷ３９９９
受付時間 ９：００～２１：００（土日・祝日含む）

※郵送での申請も可能。
※神奈川以外は各都道府県労働局の窓口をご確認ください。

雇調金は予約制です。
予約電話番号 045ʷ650ʷ2801

予約受付時間 8：30～17：15
飛沫感染防止のため、1回あたりの相談時間は30分以内

※東京都の企業は
※都内は雇調金の窓口はハローワークで

相談できます。



その他の新型コロナ関連の助成金制度
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その他の新型コロナウイルス関連の助成金制度について

１ 小学校休校等対応助成金
２ 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

（働き方改革推進支援助成金テレワークコース）
３ 職場意識改善助成金特例コース（働き方改革推進支援助成金）
４ その他 厚労省以外の助成金（抜粋）
・持続化給付金（経産省）
・東京都 休業協力金（都内緊急事態宣言に応じ休業に協力する企業）
・東京都 事業継続緊急対策テレワーク助成金（都の独自助成金）
・東京都 新型コロナウイルス対策雇用環境整備促進奨励金

（雇用調整助成金か小学校休校等対応助成金を受けた企業の上乗せ）


